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国際金融アーキテクチャーの強化 

（Ｇ７蔵相から首脳への報告）＜仮訳＞ 

 

 

Ａ．序  

 

１．1997 年にアジアで端を発した一連の危機以降、世界経済の状況は安定し、そ

の拡大の見通しは改善している。しかしながら、国際金融の環境が急速に変

化しつつあること、特に民間資本市場の規模や重要性の高まりによって生じ

た機会と課題に鑑み、国際社会は、世界の持続的な成長と繁栄の基礎となる

国際金融システムの安定性を一層促進するという課題に引き続き取り組んで

いかなければならない。 

 

２．我々７か国の蔵相は、昨年のケルン経済サミットに対して、国際金融アーキ

テクチャーの強化に関する報告書を提出し、改革に向けて多くの具体的な提

案を示した。その後、大きな進展があった。 

 

a) 多くの開発途上国が、金融セクターの強化、適切な外国為替制度の採用、

債務管理の改善、国際的に合意されたコード及び基準の採用などにより、

金融の安定性を高めるための努力を行っている。また、多くの国は、金融

市場に提供する情報に対して相当の投資を行っている。 

 

b) ＩＭＦは、国際的に合意されたコード及び基準を評価するための枠組みを

実施し、また、危機の予防及び解決における民間セクターの関与（ＰＳＩ）

に関する我々のアプローチを実践的なものとする観点から、必要な手段を

講じてきた。また、民間セクターの投資家及び貸し手は、最近のＩＭＦ主

導のプログラムのファイナンシングにおいて関与を強めている。更に、Ｉ

ＭＦ理事会は、為替制度、資本規制についての各国の経験、その他の重要

な問題点について議論を深めてきた。より多くの文書を公表するなど、Ｉ

ＭＦ及び国際開発銀行（ＭＤＢｓ）の透明性も著しく改善されている。 

 

c) ＩＭＦ暫定委員会は、恒久的な「国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）」に改

組された。 

 

d) 金融の安定性を高め、市場の機能を改善し、システミック・リスクを減少

させるために、金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）が昨年創設された。我々

の要請に沿って、ＦＳＦは高レバレッジ機関（ＨＬＩｓ）、資本移動、オ

フショア金融センター（ＯＦＣｓ）について検討を行い、今春報告書を発

表した。また、ＦＳＦはコード及び基準の実施について作業を行い、この

作業についての報告書を最近公表した。 
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e) ブレトン・ウッズ機関からなる制度的フレームワークの中で、システム上

重要な国々の間の対話のための非公式メカニズムとしてＧ２０（２０カ国

蔵相・中央銀行総裁会議）が創設された。Ｇ２０蔵相・中央銀行総裁会議

の第 1回会合は昨年１２月ベルリンで成功裏に開催された。次回会合は今

年１０月にモントリオールで開催される。 

 

３．本報告書において、我々は、ケルンで特定した改革プログラムを進めつつ、

国際金融アーキテクチャーを強化するための努力をどのようにして更に促進

するかについて議論する。ケルンで示された改革プログラムの多くの分野を

実施するにあたっての国際金融機関（ＩＦＩｓ）の主導的役割に鑑み、この

報告書では（i）ＩＭＦ改革－特に融資制度改革、コード及び基準の実施の推

進、ガバナンスとアカウンタビリティーの向上、民間セクターの関与、（ii）

国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）改革、（iii）高レバレッジ機関（ＨＬＩｓ）、

オフショア金融センター（ＯＦＣｓ）及び国境を越えた資本移動によって引

き起こされる課題への対応、（iv）地域協力、に焦点を当てる。 

 

４．我々は、ケルン・サミットで支持された幅広い範囲の施策に加え、本報告書

で掲げた全ての措置を実施することを決意する。我々は、国際社会のその他

のメンバーとともに、着実な進展に向けた作業を行う。 

 

Ｂ．ＩＭＦ改革  

 

５．我々は、変化しつつある国際金融の環境、特に民間の国際資本市場の重要性

が高まりつつあることに鑑み、国際社会がＩＭＦ及びその他の国際金融機関

の役割と機能を引き続き検討していくことが極めて重要であると考える。

我々は今秋のプラハにおける次回ＩＭＦＣ会合及びＩＭＦ・世銀年次総会に

おいて、本件について更に検討することを望んでいる。 

 

ＩＭＦ改革の主要な原則 

 

６．中央銀行総裁を交えた 4 月のＧ７会合において、我々は以下の主要原則を掲

げた。これはＩＭＦ改革を進める上で、ＩＭＦの役割に関して我々の間で共

有された理解を反映するものである。 

 

a) 世界の持続的成長の重要な前提条件であるマクロ経済及び金融の安定を

促進する上で、ＩＭＦは中心的な役割を果たすべきである。ＩＭＦは、ま

た、将来の課題に対応できるよう進化し続けるべきである。 

 

b) ＩＭＦは全世界的な国際機関であり、上記のような目的に関する共通の関

心に基づき、全加盟国とのパートナーシップの下でその役割を果たさなけ

ればならない。 

 

c) ＩＭＦとその活動が、効果的に機能するためには、公衆に対して透明であ
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り、加盟国に対するアカウンタビリティーを果たし、経験からの教訓や外

部からの独立の評価をよく反映するものでなければならない。 

 

d) 各国の強力な政策を促進するとともに、危機に対する各国の金融の脆弱性

を減少させるため、危機を予防し、持続可能な成長のための堅固な基礎を

確立することはＩＭＦの作業の中核であるべきである。加盟国における経

済・金融状況及び政策に対するサーベイランス、及び、国際的に合意され

たコード及び基準の実施は、これらの目的を達成するための主要な手段で

ある。 

 

e) ＩＭＦの融資業務は、市場へのアクセスが当面は見込まれない国も含め、

適切な場合には全ての加盟国を支援する柔軟性を維持しつつ、国際資本市

場の現実を反映するよう適合し続けていくべきである。ＩＭＦの融資業務

は、各国が脆弱性を減少させるために予防的な施策を採ることを促すとと

もに、危機時を含め、国際収支の調整のための一時的かつ適切に条件付け

られた支援と、長期にわたる使用を避けつつ限定された状況において構造

改革を支援する中期的資金を供与していくべきである。 

 

f) ＩＭＦ融資は、国際的な投資のリスク及びリターンについての評価を歪め

るべきではない。このために、ＩＭＦは、民間債権者による責任ある行動

の促進に役立つよう、危機の予防及び解決の双方において民間セクターの

関与を確保するための適切な措置を採るべきである。 

 

g) 世界銀行は貧困削減のための中心的な機関であるが、貧困削減と成長の達

成のための主要な手段であるマクロ経済の安定についてはＩＭＦが責任

を有している。ＩＭＦは、貧困削減戦略に各国とともに取り組んでいくに

あたって、自らの努力と世界銀行の努力を統合しつつ、貧困削減成長融資

制度（ＰＲＧＦ）を通じた最貧困国におけるマクロ経済の安定の支援を図

るという、極めて重要な役割を有している。 

 

これらの原則は、我々が今秋のプラハの年次総会前に具体的な措置を実施す

るための作業を行う際、ＩＭＦ理事会、ＩＭＦＣ、その他の会議における今

後の議論において、ＩＭＦ改革に関する我々の努力を導き続けるべきもので

ある。 

 

危機の予防のためのサーベイランスの強化 

 

７．４月のＧ７会合で我々が強調したように、強力なサーベイランスが、世界経済及び

国際金融アーキテクチャーを強化するＩＭＦの努力の中心に位置しなければならな

いことについては国際社会にコンセンサスがある。この観点から我々は、グローバ

リゼーション、大規模な民間資本移動、及び、国際的に合意されたコード及び基準

に関する形成されつつある枠組みに照らし、ＩＭＦサーベイランスの性格及び範囲

に関する大きな質的変化の重要性を再確認する。 
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a) ＩＭＦはサーベイランス作業を行うにあたり、マクロ経済政策、資本移動、

マクロ経済安定性に影響を与える構造問題、中でも金融セクターにおける

構造問題、及び、持続不可能な制度を避けるよう各国に促す目的で為替レ

ート、に引き続きその焦点を絞るべきである。 

 

b) ＩＭＦは、サーベイランスの過程の主要な一部として、国の流動性及びバ

ランス・シートに関するリスクの指標を開発し、体系的に使用するための

作業を引き続き行っていくべきである。我々は、ＩＭＦがこれらの指標を

関連する説明資料とともに、定期的に公表し始めるべきであると考える。 

 

c) ＩＭＦは透明性及び情報の流れの促進に重要な役割を有している。我々は、

特別データ公表基準（ＳＤＤＳ）に合致した、広範で、時宜を得た、質が

高く正確な情報を各国が公表することを促すためのＩＭＦの努力を支持

するとともに、４半期毎の公表を通じたこの点での加盟国の成果を強調す

るとのＩＭＦの決定を歓迎する。我々は、また、特に４条協議後のパブリ

ック・インフォメーション・ノーティス（ＰＩＮ）のより一般的な利用、

国際基準の遵守状況に関する報告書（ＲＯＳＣｓ）を通じ、ＩＭＦのサー

ベイランスの透明性を高めるための更なる行動についても支持する。この

観点から我々は、４条協議の事務局報告書を公表するとの原則を支持する

とともに、この分野におけるパイロット・プロジェクトに関するＩＭＦ理

事会のレビューの結論に期待する。 

 

国際的なコード及び基準の実施 
 
８．我々は、以下のように国際的に合意されたコード及び基準の実施を促進する

ための努力を強めていくことを決意する。 

 

a) 我々は、ＩＭＦが各国による国際的な基準及びコードの遵守状況を評価す

る上で主導的かつ調整的な役割を有していることを確認し、国際基準の遵

守状況に関する報告書(ＲＯＳＣｓ)やＩＭＦ・世銀共同の金融セクター評

価プログラム（ＦＳＡＰ）を通じた、この分野におけるＩＭＦの現在進行

中の作業を歓迎する。我々はまた、３０カ国以上の国がＲＯＳＣｓモジュ

ールを受け入れるとコミットしたことや、ＦＳＡＰプログラムを拡大する

との最近のＩＭＦ・世銀の決定についても歓迎する。我々は、金融システ

ムの安定性評価（ＦＳＳＡ）に関する報告書の自発的公表の形式について

の検討を期待する。 

 

b) 我々は、コード及び基準の評価プロセスが、金融安定化フォーラムの基準

集の中で強調された１２の主要なコード及び基準を対象範囲とし、モジュ

ール方式で実行されるべきであることに合意する。ＩＭＦ及び各国当局は、

適切な場合、国際基準設定機関と協議しつつ、各国の経済改革計画全体の

枠組みの中で、各国による基準実施の優先順位付けに責任を有するべきで
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ある。信頼性を高めるため、我々は各国が基準を採用することを明確に公

表し、行動計画を発表し、ＩＭＦ主導の評価プログラムに参加するよう促

す。この観点から、我々はＧ２０の蔵相・中央銀行総裁及び西半球蔵相に

よるコミットメントを歓迎する。 

 

c) 我々は、コード及び基準の遵守を促進するにあたり、市場インセンティブ

及び公的インセンティブについて取り組むことが重要であることに合意

する。この関連で、我々はコード及び基準の実施にあたっての各国の意図

や進展についてのディスクロージャーや透明性を高めることが必要であ

ることを強調する。我々は、ＩＭＦがコード及び基準の遵守状況について

の評価の結果を公表することを確保するとともに、これらの評価を定期的

な４条協議のサーベイランス・プロセスに一体化させるための作業を継続

するよう求める。我々は、市場インセンティブ及び公的インセンティブ―

特に規制及び監督によるインセンティブ－の促進に関する、金融安定化フ

ォーラム（ＦＳＦ）の更なる作業の結果に期待する。我々はまた、ＩＭＦ

に対してコード及び基準の遵守を促進するための方策を更に検討するよ

う求める。我々は、プラハでの今年の年次総会において、コード及び基準

の実施のための全体的な枠組みについて更なる進展があることを期待す

る。 

 

d) 我々は、コード及び基準の促進プロセスに関し、広範な国々がオーナーシ

ップを持つよう促すための更なる努力が行われれば、コード及び基準の実

施のための作業は最も効果的であることに合意する。コード及び基準の実

施のための行動計画を各国が作成するにあたり、ＩＭＦ及び世銀は支援を

行うべきである。我々は、国際金融機関、金融安定化フォーラム、国際規

制・監督機関とともに作業を行い、新興市場国や開発途上国に対してこの

分野の技術支援及び研修を供与することに合意する。 

 

e) 各国によるコード及び基準の遵守状況についての整合的かつ客観的な評

価に資するため、責任を有する機関及び当局間で、定期的で透明かつ建設

的な対話及び協力がなければならない。この目的から、我々はＩＭＦに対

して、関係機関からのインプットがＩＭＦのサーベイランス・プロセスへ

最も効果的に統合するにはどうするのが最も良いのかについて決定し、ま

た、報告するため、関係機関による会議を主催するよう求める。 

 

ＩＭＦ融資制度改革 

 

９．我々は、ＩＭＦの融資業務が、各国固有の状況に照らし、市場へのアクセス

が当面は見込まれない国も含め、適切な場合は全ての加盟国を支援する柔軟

性を維持しつつ、引き続き資本市場のグローバリゼーションに適合していく

べきであることを改めて強調する。従って、我々は、民間資本市場への持続

的かつ安定的なアクセスの拡大を各国に促す、合理化された、インセンティ

ブに基づくＩＭＦの融資構造の実現に向けて、早期の進展が見られることに
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優先度を置く。 

 

１０．ＩＭＦは既に融資制度の簡素化を開始した。今後、我々は、上記のアプロ

ーチと整合的かつ効果的なＩＭＦの融資構造を創ることに引き続き優先度

をおく。すなわち、 

 

a) 各国が危機を防止するために強力な事前の政策を採り、国際的に合意され

た基準と最善の慣行を遵守し、民間債権者と良好な関係を維持するための

予防的な支援及びインセンティブを供与する。（現在の予防的クレジット

ライン（ＣＣＬ）におけるように） 

 

b) 各国に民間資本への持続的なアクセスに向けた動きを促しつつ、一時的な

国際収支不均衡や、限定的な状況における構造改革支援のための中期的フ

ァイナンシングに対処する。（現在のスタンドバイ取極（ＳＢＡ）及び拡

大信用供与措置（ＥＦＦ）におけるように） 

 

c) モラルハザードを緩和するとともにＩＭＦへの早期返済を促すような適

切な条件で、ＩＭＦがシステミック危機に対して迅速にかつ適切な規模で

対応することを可能にする。（現在の補完的準備融資制度（ＳＲＦ）にお

けるように） 

 

d) 貧困削減と成長を志向するプログラムの促進が世銀の責務であることを

踏まえながら、ＩＭＦの努力と世銀の努力とを統合しつつ、最貧困国にお

ける健全なマクロ経済政策を支援するにあたってのＩＭＦの強力かつ的

を絞った役割を維持する。（現在の貧困削減成長ファシリティ（ＰＲＧＦ）

におけるように） 

   

１１．具体的には我々は、ＩＭＦ融資制度改革が以下に基づき出来るだけ早期に

行われることを期待する。 

 

a) ＩＭＦの非譲許的融資の手数料（金利）は公平でなければならず、その根

底にあるそれぞれの目的を反映するべきである。新しい手数料構造は、融

資制度全体を通じてより整合的なインセンティブを確立し、民間資本への

アクセスを促し、長期の利用を防ぎ、ＩＭＦ資金への不適切な大規模アク

セスを防止し、従ってより効率的な利用に寄与するようなものでなければ

ならない。全ての非譲許的融資制度について、その金利は、ＩＭＦの融資

を受けている期間の長さに応じて段階的に引き上げるべきである。融資の

規模が一定限度を超える時には、割増手数料を上乗せする可能性について

も検討されるべきである。更に、ＩＭＦ融資に継続的に依存する国に対し

ては、ＩＭＦは融資の前提条件をより厳密に適用するとともに、ＩＭＦ資

金の融資限度を制限するべきである。 

 

b) 我々はまた、ＩＭＦ資金の借入国が持続可能な経済・金融の軌道に戻った
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場合に、早期返済を促すための措置の検討を期待する。 

 

c) 我々はＩＭＦに対し、融資制度の見直しとの関連で、結果的に生じるいか

なるＩＭＦ収入増についても、最貧国への支援に主眼を置きながら、現行

の協定の枠組みの中での適切な使い道を検討するよう求める。 

 

１２． 具体的なＩＭＦ融資制度については、 

 

a) ＳＢＡは引き続き、短期支援を供与するための標準的な融資制度であるべ

きである。 

 

b) ＥＦＦは中期的な構造改革が重要であるような限定的な場合に使われる

べきである。ＥＦＦのより長期の返済期限は、当該国の構造的な国際収支

の状況や民間資本へのアクセスが限られていることへの対応のために適

切である。この融資制度は、民間資本へのアクセスを達成するために必要

な構造改革を各国が時間をかけて行うことを支援するものであると期待

される。 

 

c) ＣＣＬについては、適用にあたっての適格基準を損なうことなくその実効

性を高めるよう見直されるべきである。具体的には、 

 

・ ＣＣＬに係るコミットメント・フィーは廃止されるべきである。 

 

・ ＣＣＬの当初の手数料（貸出期間に応じた段階的引上げを行う前の基

本的手数料）は、ＳＲＦの当初の手数料を下回るレベルに引き下げら

れるべきである。この関連で、累進的なＣＣＬの手数料構造のあり方

は見直されるべきである。 

 

・ ＣＣＬの発動については、適切なレビューが行われ、事前のコンディ

ショナリティが完全に満たされていることを条件に、最初の引出しに

関しては、事前に決定された限度内でより自動化するべきである。 

 

・ ＣＣＬの締結が承認された後、当該国が引き続き適格基準を満たして

いるか否かについて、少なくとも１年に２回の頻繁なレビューが行わ

れるべきである。適格基準が最早満たされていないことが明らかにな

った時には、当該国はＣＣＬを解約するよう求められるべきである。

我々はＩＭＦに対してこれらの場合について解約に関する適切な戦略

を作成するよう求める。ＣＣＬを解約した国が国際収支困難に陥るリ

スクがある場合は、当該国は適切なＩＭＦプログラムを締結するよう

促されるべきである。 

 

・ コミットメント・フィーの廃止、当初の手数料の引き下げ、より自動

化された最初の引出し条件に鑑み、高い適格基準が維持されるべきで
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ある。 

 

d) ＳＲＦは、資本市場の信認危機に対して、モラルハザードを緩和するとと

もに早期返済を促すような適切な条件で、迅速かつ適切な規模で対応する

ための緊急手段としての性格を維持するべきである。 

 

我々は、この簡素化された、インセンティブに基づく融資制度の枠組みを

適切に導入するため、ここで提案された具体的な変更、及びその他の措置

を実施するべく、ＩＭＦの他の加盟国とともに作業を行う。 

 

１３．今後、ＩＭＦの融資条件は、質の高い基準を遵守しつつ、より焦点を絞り、

マクロ経済に関連する課題に対応していくべきである。ＩＭＦはその焦点

を、マクロ経済政策、資本移動、マクロ経済の安定性に影響を与える構造

問題、特に金融セクターにおける構造問題、持続不可能な制度を避けるよ

う各国に促す目的から為替相場制度、に当てるべきである。ＩＭＦ主導の

プログラムの成功は借入国のオーナーシップの強化にかかっている。 

 

ＩＭＦ資金のセーフガード 

 

１４．今春採用されたセーフガード評価のためのＩＭＦの新しい枠組み、虚偽報

告を防ぐために強化された措置、ＩＭＦ資金を利用している国が国際基準

に則った独立の外部監査を受けた財務諸表を毎年公表することへの要請は、

ＩＭＦ資金が適切に使用されることを確保するために厳格に実施されるべ

きである。 

 

ポストプログラム・モニタリング 

 

１５．各国が強力な政策を維持しＩＭＦの資金支援に再び依存する必要性が生じ

ないようにするため、返済が終わるまでの間、ＩＭＦがプログラムの実施

状況をモニターする能力を高めることが重要である。従って我々は、ポス

トプログラム・モニタリングに関し、手続き及び政策を強化するため、Ｉ

ＭＦが早急に行動することに優先度を置く。 

 

ガバナンス及びアカウンタビリティの強化 

 

１６．我々は、ＩＭＦの透明性とアカウンタビリティーの向上に、引き続き高い

優先度が置かれるべきであることを強調する。 

 

a) ＩＭＦは引き続き文書の公表に努めるべきである。 

 

b) 我々は、四半期毎の資金取引計画を公表するとの最近の決定を歓迎すると

ともに、その資金運営や財務諸表を公衆によりわかりやすいものにするた

め、ＩＭＦに対して財務会計を簡素化するためのメカニズムを更に検討す
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るよう促す。 

 

c) 個別国のプログラムを策定するプロセスにおいて、ＩＭＦ理事会の関与が

一層促進されるべきである。重要かつ機微なケースについては、早期の段

階で理事会に概要が伝えられるべきである。 

 

d) 我々は、恒久的な独立評価部局をＩＭＦ内に設けることに向けた進展を歓

迎し、プラハの年次総会の時までに、この部局が活動を開始するための措

置がとられることを強く促す。我々は、その独立評価部局による評価の結

果に関する報告が理事会に対して行われるとともに、ＩＭＦＣに対してそ

の活動状況に関する定期的な報告が行われることを期待する。 

 

e) ＩＭＦが、国際金融システムにおけるグローバルな機関として、その正統

性、信頼性、有効性を維持するためには、ＩＭＦの意思決定構造及び業務

がアカウンタブルであり続けることが不可欠である。我々は、加盟国ごと

のクォータを計算するためのフォーミュラの検討の努力が現在ＩＭＦで

行われていることに留意する。このクォータは、世界経済の変化を反映す

るべきものである。 

 

我々は、ＩＭＦの他のメンバーとともに、これらの提案について建設的か

つ協力的に議論することを期待する。 

 

危機の予防及び解決における民間セクターの関与（ＰＳＩ） 

 

１７．我々は、最近のいくつかの国において、政策の改革及び経済の回復を図る

ためのＩＭＦプログラムのファイナンスに債券保有者を含む国外の民間債

権者が貢献してきていることを歓迎する。このことは、我々がケルンでの

首脳への報告書において提示した枠組みを実践的なものとすることの重要

性を確認するものである。 
 
１８．民間セクターの関与は危機の予防及び解決のために極めて重要であり、以

下の措置を実施するために更なる努力を迅速に行わなければならない。 

 
a) 国際資本市場に参加している新興市場国及び民間債権者は、平時より、し

っかりとした継続的な対話を確立する努力を行うべきである。 
 

b) ＩＭＦは、より秩序だった危機の解決を促進するため、集団的行動に関す

る条項を含む適切な措置の使用についても促進すべきである。 
 

c) Ｇ７の金融市場において新興市場国が発行した外債に、集団的行動に関す

る条項を含めることを促進するべきである。 
 

d) 世界銀行及び他の国際開発金融機関に対し、それらが保証を与えた国際ソ
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ブリン債または貸付においてこのような条項を入れるために作業するよ

う強く要請する。 
 
１９．危機の解決に向けて国際社会が採用するアプローチは、その国の経済の基

礎的条件、債務支払いプロファイル、市場アクセスの実績、及びその負債

の市場スプレッドによって示される、当該国の支払能力及び市場へのアク

セス回復の見通しについてのＩＭＦの評価に基づくべきである。 

 
２０．全てのＩＭＦのプログラムは、民間資金がどこから供給されるかについて

の想定を説明する章を含めて、その国の中期的な債務及び国際収支のプロ

ファイルに関する分析を含む必要がある。 
 

a) 場合によっては、触媒的な公的融資と政策調整との組合せは、その国が完

全な市場アクセスを早期に回復するために十分であろう。 
 

b) 場合によっては、債権者からの協力を得るために必要な自主的な取り組み

を促すことに重点が置かれるべきである。 
 

c) その他の場合、中期的な対外支払の維持可能性と整合的な諸条件に基づい

た完全な市場アクセスの早期の回復は非現実的であると判断される際に

は、包括的な債務のリストラクチュアリングを含む民間債権者のより広範

な関与が、プログラムに対し十分なファイナンスを提供し、実行可能な中

期的な支払プロファイルをもたらすために必要かもしれない。 
 

２１．上記 c)の場合、すなわち、債務のリストラクチュアリングまたは債務削減が必要

となるかもしれない場合には、ＩＭＦプログラムは以下の運用ガイドラインに基づく

べきである。 

 
a) 資金面での中期的な維持可能性に強い重点をおく。ＩＭＦがその国に必要

とされる経済調整の適切な度合いを決定し、ＩＭＦ及び当該国が、中期的

に維持可能な債務支払プロファイルと整合的なファイナンシングに関す

る計画に合意する。 
 

b) 国際金融機関の資金供給において、国外の民間債権者と国外の公的債権者

との貢献の間の適切なバランスを確保する。二国間の公的債権者（主にパ

リクラブ）からの貢献が必要な場合には、ＩＭＦのファイナンシングに関

する計画は、二国間の公的債権者と国外の民間債権者の貢献の間の幅広い

公平性をもたらす必要があるだろう。パリクラブは、もし関与する場合、

パリクラブの合意と他の債権者との合意の間で望まれた公平性及び達成

された公平性とを、当然、引き続き評価すべきである。  
 

c) 異なるクラスの民間債権者の取り扱いにおける公平性、及び全てのクラス

の軽微でない債権者の関与を目指す。ＩＭＦは、中期的な維持可能性に加
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え、このような点を考慮し、民間債権者からの必要な貢献を確保する各国

の努力をレビューすべきである。 
 

d) 債権者との交渉の責任は間違いなく債務国にある。公的な国際社会は、い

かなる債務のリストラクチャリング及び債務削減に関する交渉について

も、細部にわたる関与を行うべきではない。 
 

e) 各国に対して、中期的に維持可能な支払プロファイルと整合的な条件によ

る、民間債権者からの必要な貢献を確保できない場合について、公的融資

の条件も含め、プログラムに対して起こり得る結果について、手続き開始

の時点においてより明確に示すべきである。このような結果には、当該国

による追加的な調整をもたらすプログラム修正の必要性、または、公的融

資の削減の選択肢、あるいは、逆に、ある国が、プログラムの他の要件を

満たしている一方で、民間債権者と協力的かつ誠実に作業しようと努めて

いる間支払いを一時停止している場合、ＩＭＦによる債務履行遅滞国に対

する融資を、含み得る。 
 

f) 全ての関連する決定が行われたときに、ＩＭＦは、ケルンで合意された枠

組みに従って、どのようにしてどのようなアプローチが採用されたのかを

公に示すべきである。 
 

２２．我々は、各国及び市場参加者に対して一層明確にするため、今年の４月に

合意された、ＩＭＦプログラムの策定にあたっての民間セクターの関与に

関する我々のアプローチを実践的なものとすることについて、今年のプラ

ハの年次総会までにＩＭＦにおいて更なる進展があることを期待する。 

 

Ｃ．ＭＤＢｓ（国際開発金融機関）の改革  

 

２３．我々は、開発途上国における貧困削減を加速することが、ＭＤＢｓ（国際

開発金融機関）の中核的な役割であることを確認する。政策改革、投資プ

ロジェクトや能力構築といったＭＤＢｓの業務の全ての側面において貧困

削減に一層の焦点を当てるべきである。ＭＤＢｓは、より効果的かつ一貫

性をもってこうした使命を果していくため、以下のような変化する国際環

境にその組織や業務を適合させることが必要である：貧困との闘いをより

効果的なものとするために何が必要かについての新しい考え方、途上国に

おける民間金融市場の成長、グローバリゼーションから生じる新しい機会

と挑戦、そして援助資金全体の効率的な使用やＭＤＢｓの透明性や説明責

任の向上に関する関係者のより強い関心。 

 

２４．経済成長は、一国が所得を高め貧困や不公平を削減していく能力の第一の

決定要因である。開発が成功し、かつ公平度を高めるためには、良き統治、

社会政策や貿易自由化を含む健全な構造・セクター政策、アカウンタブル

で透明な制度、人的資本や公共財に対する投資も必要である。したがって、
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ＭＤＢｓは、教育や保健のような社会的優先課題について貧困国を支援す

るばかりでなく、貧困削減にとって明らかに追加的な効果を持つ場合には

経済・社会インフラストラクチャーの構築を支援するべきである。 

 

２５．ＭＤＢｓは、新興市場国や中所得国における貧困削減にも大きな貢献を行

うことができる。民間資金にアクセスのある国におけるＭＤＢｓの活動は、

民間資金を排除しないように、より選択的であるべきである。同時に、新

興市場国が一時的に資本市場へのアクセスができなくなった場合には、Ｍ

ＤＢｓは、最貧層や最も脆弱なグループに対する大きな衝撃を緩和するた

めの支援に、すばやく対応できるようにすべきである。 

 

２６．いずれの場合においても、ＭＤＢｓの複数年にわたる業務の枠組みが確立

されるべきであり、その中に基礎的な保健や教育、清潔な水、衛生といっ

た中核的な社会投資に対する支援を増加させる明確なコミットメントを含

むべきである。この枠組みは、適切な国別の融資残高上限を尊重すべきで

ある。 

 

２７．ＭＤＢｓは、借入国における良き統治や貧困削減への完全なコミットメン

トに高い優先度を置くべきである。各機関は、借入国のパフォーマンスを

より重視しつつ、融資を配分すべきである。援助は政府が健全な政策にコ

ミットしている場合にのみ貧困削減に効果があるというのが経験則である。

この点で、我々は以下の点の重要性を強調する。 

 

a) 包括的開発フレームワーク（ＣＤＦ）及び貧困削減戦略ペーパー（ＰＲＳ

Ｐ）は、借入国が強いオーナーシップを持ったプログラムの基礎になるべ

きである。 

 

b) IDA12 で合意されたような、パフォーマンスに基づく融資の仕組みは、全

てのＭＤＢｓのプログラムに適切な形で適用されるべきである。 

 

２８．さらに、ＭＤＢｓは、途上国支援の幅広いアプローチの中に、能力構築や

構造改革・制度改革への支援を含むべきである。とりわけ、各機関は、 

 

a) 国内貯蓄を増加させ、民間資本の流入を助けることにより、借入国自身の

全体的な資金調達能力を拡充するように努め、 

 

b) 透明性、説明責任、法の支配、貧困層に対する適切な社会的・人的な投資

を確保し、貧困削減を妨げる制度的・構造的問題に対応し、 

 

c) 借入国による金融危機の防止・対応を支援するため、金融セクターを強化

するべきである。 



 13

 

国別援助戦略（ＣＡＳ）は、途上国に対する効果的かつ効率的なＭＤＢｓ

の支援のための包括的手段であり、ＭＤＢｓは、その質を改善し、その範

囲を拡充することに取り組むべきである。こうした戦略は、借入国におけ

るガバナンスや法・制度・規制の枠組みなどの政策環境を十分考慮すべき

である。公的支出審査は、同戦略の重要な構成要素であるべきである。全

てのＣＡＳで、その国の金融セクターやガバナンスを評価すべきである。 

 

２９．ＭＤＢｓは、民間セクターとの競合を避け、触媒的な役割を引き受け、そ

の活動を明確に開発効果や体制移行効果を持つプロジェクトにより集中す

べきである。従来ＭＤＢｓが資金を供給してきたようなプロジェクトに民

間セクターが益々資金を供給するようになるにつれ、より多くの公的資源

が社会セクターや公共財への投資に利用可能となろう。 

 

３０．ＭＤＢｓ、とりわけ世界銀行は、感染症や環境問題のような開発に密接に

関連するグローバルな問題への関与を深め、国際公共財の提供を進めるべ

きである。この点で、譲許的財源の稀少性に鑑み、国連機関（たとえば、

世界保健機構（ＷＨＯ）や国連共同エイズプログラム（ＵＮＡＩＤＳ））を

含む様々な国際機関及び民間機関の間での優位性を注意深く検討すべきで

ある。 

 

３１．ＭＤＢｓは、公的機関としての役割やそれぞれの開発の使命を明確に定義

し、量や利益を重視するアプローチではなく、選択的で質を重視するアプ

ローチを強調すべきである。民間セクターに資源を提供するＭＤＢｓは、

この点で、その役割、組織、業務をより明確に定義すべきである。 

 

３２．ＭＤＢｓは、以上のパラグラフに掲げられている原則や変化する国際金融

環境に照らして、開発及び貧困削減の使命を果たすために利用可能な融資

手段を改めて見直すことが重要である。この点で、我々は、異なるタイプ

の支援ごとに金利に格差を付けるべきかという問題を含め、融資金利政策

の包括的な見直しを直ちに開始することを要請する。ＭＤＢｓは、また、

より広い範囲の国々がＭＤＢｓの専門性から裨益し続けることができるよ

う、融資業務と非融資業務をある程度分離する可能性を検討すべきである。 

 

３３．最貧国に焦点をあてたＭＤＢｓによる譲許的融資は、貧困削減において極

めて重要な役割を有している。ＭＤＢｓの譲許的財源の補充は、公平な負

担の分担の原則に基づくべきであり、また、我々は新しいドナーが積極的

に参加することを奨励する。 

 

３４．援助の質は、場合によっては、世銀及びいくつかの地域開発銀行との間の

健全な競争により改善する可能性がある。しかしながら、これらの機関は

稀少な援助資源の効率的な使用を確保するため、協力と協調を強化するこ
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とが重要である。世銀により開始された CDF 及び PRSP は、二国間及び多国

間のドナーの協調において有益な手段たり得る。世銀と地域開銀は、各地

域開銀の状況を考慮に入れつつ、両者の協調とより密接なパートナーシッ

プを形成するため、覚書（Memoranda of Understanding）を締結すべきで

ある。これに関して、我々は、世銀とアフリカ開発銀行の間での最近の合

意を歓迎する。現場での協力はとりわけ重要であり、この点で、世銀の業

務の現地化の進展と、この現地化の過程が地域開銀との協力に与える影響

とプロジェクトや運営の質に与える影響について、包括的な見直しを行う

ことを歓迎する。 

 

３５．ＩＭＦと世銀は、異なる使命を持ち、それらを尊重する必要がある。しか

しながら、両者が扱う諸問題はますます相互に関係し、いくつかの国では

両者の活動は相互依存している。この点で、両者は、効率性や情報の交換

を改善するために、密接に協力し続けるべきである。このためには、それ

ぞれの責任と活動をより明確に定義し、また、一層効果的な協力の仕組み

を継続的に形成していくことを必要とする。 

 

３６．最後に、我々は、ＭＤＢｓが出資国やＭＤＢｓの活動によって影響される

人々に対するより一層の説明責任を負うことを求める。したがって、我々

は、この目標に向けたＭＤＢｓの最近の大きな進展を支持する。しかしな

がら、情報公開、公衆の参加や出資国への説明責任のような重要な分野に

おいては、追加的な進展が明らかに必要である。 

 

a) 市場に与える影響に適切な注意を払いつつ、より広範囲な業務関係文書、

特に全ての国別戦略と評価報告書は公表されるべきである。 

 

b) 独立の監視委員会が、全ての機関において適切な形で設置されるべきであ

る。 

 

c) 各機関は、プロジェクトの提案が理事会に提出される前に、各機関の政策

を完全に遵守しているかを確認するためのコンプライアンス・ユニットを

設立すべきである。 

 

d) 各ＭＤＢｓのモニタリングや事後評価の機能、内部的な財務管理、調達方

針・手続き、そして監査手続きは強化されるべきであり、全てのＭＤＢｓ

は強力で独立した評価部門を有するべきである。 

 

Ｄ．高レバレッジ機関、資本移動、及びオフショア金融センター 

 

３７．我々は、本年３月に発表された金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）の高レバ

レッジ機関(ＨＬＩｓ)、資本移動、オフショア金融センター（ＯＦＣｓ）
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に関する各作業部会の報告書に盛り込まれた提言を実施することが重要で

あることを強調する。この関連で、我々は、ＩＭＦ、世銀、その他の機関

が、ＦＳＦの作業部会の様々な提言を実施するにあたって積極的に貢献す

ることを求める。 

 

３８．システミック・リスクの一因となり、市場のダイナミクスに影響をもたら

し得るＨＬＩｓの活動から生じる潜在的な結果に対する懸念に対応するた

め、以下の措置の実施を促進することが重要である。 
 

a) ＨＬＩｓ及びＨＬＩｓの取引相手によるリスク管理の改善。 
 

b) ＨＬＩｓ及びその債権者によるディスクロージャーの強化を含む、金融機

関によるディスクロージャーの慣行の改善。我々は、全ての国・地域がＨ

ＬＩｓ等に対するディスクロージャーの要請の妥当性を検討し、必要な場

合には、その国・地域に存在する主要なヘッジファンドがディスクロージ

ャーの要請に従うことを確保するために、法律や規制について適切な改正

を行うことを求める。現在、オフショアセンターは規制を受けていないヘ

ッジファンドの多くを受け入れているため、この提言は特にオフショアセ

ンターに適用されるべきである。 
 

c) ＨＬＩｓの債権者となっている金融機関に対する各国当局による規制及

び監督の強化。 
 

d) ＨＬＩｓの活動により引き起こされるシステミック・リスク及び市場のダ

イナミクスに関する懸念に鑑み、金融市場におけるＨＬＩｓ等の活動に対

する当該国によるサーベイランスの強化。 
 

e) 主要な外国為替市場の参加者による、外国為替取引のための既存の良い慣

行に関するガイドラインのレビュー、及び比較的小規模な経済において市

場参加者によって採択される可能性のあるモデル・ガイドラインの発表。 
 

f) 市場インフラの改善 
 

我々は、追加的な措置が必要かどうかを決定するため、これらの措置及び

その実施についてレビューを行う。この観点から、我々は、ＦＳＦが、現

在規制を受けていないＨＬＩｓへの直接規制について、３月の報告書作成

時に検討を行ったが、提言には至らなかったこと、しかし、ＦＳＦは今後

のレビューの上、もし既に提言された措置の実施によっても懸念が払拭さ

れていないとされた場合には、直接規制が再検討されることを強調したこ

とに留意する。 
  

３９．各国が債務に係るリスクを適切に管理することも重要である。この関連で、

我々はＩＭＦ及び世銀によって行われている作業を歓迎するとともに、短
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期の外貨建て債務により生じるリスクに特別の注意を払いつつ、また、民

間セクターの債務から生じる脆弱性を含む資本勘定危機に対する各国の脆

弱性を考慮に入れつつ、公的債務及び外貨準備の管理のためのガイドライ

ンを早急に策定することを強く要請する。効率的な国内債券市場の創設も

重要である。短期の資本フローへの過度のエクスポージャーによるリスク

を減らすため、銀行システムにおけるプルーデンシャルの観点からの制限

が適切である場合もある。 

 

４０．国際基準を十分に満たさず、従って国際金融システムに対して潜在的な脅

威であるオフショア金融センターについては、我々は、対応を優先すべき

国・地域がＦＳＦによって特定されたことを歓迎するとともに、ＩＭＦに

対してこれらの国・地域についての具体的な評価を早急に行うよう強く促

す。我々は、リストに載った全ての国・地域に対して、例えば、関係する

国際基準を実施していくという意図を公表すること、これらの国際基準の

遵守状況について一定の支援を得ながら自己評価を実施すること、最終的

には詳細な行動計画を作成して特定された問題点に対処すること、などを

通じて、基準の実施状況を改善するとのコミットメントを明らかにするよ

う強く促す。 

 

４１．大規模かつ急激な国際資本移動によってもたらされるリスクに対応するた

めには、各国が健全なマクロ経済政策を追求すること、市場の機能を高め

るための構造改革を進めていくこと、金融システムを強化すること、整合

的で信頼性の高いマクロ経済政策及びその他の措置によって支えられた適

切な為替相場制度を選択すること、よく順序立った資本勘定の自由化を行

うこと、必要ならばその他の適切な政策を採ることが引き続き重要である。 

 

４２．金融システムの信認に関して各国の預金保険制度が寄与する役割は極めて

大きいという認識のもと、我々は、預金保険スキームに関するＦＳＦのガ

イダンス作成の更なる進展に期待する。 

 

Ｅ．地域協力 

 

４３．以上議論したとおり、国際金融システムの安定のためには、加盟国に対す

るＩＭＦのサーベイランス及び適切な資金支援が重要である。これに加え、

ＩＭＦの加盟国は、地域レベルで、国際貿易・投資を通じた共通の利益や

地域内での危機伝播のリスクに対する共通の懸念に鑑み、世界経済におけ

るＩＭＦの目的や任務を支援する形で、地域内でのサーベイランスや資金

支援の協力を強化することができる。このような地域協力は、地域の安定

を改善させることができ、従って世界経済の安定にも寄与し得るものであ

る。 

 

４４．この関連で我々は、地域協力について様々なレベルで最近進展が見られる

ことを歓迎する。アジア地域では、地域サーベイランス及び二国間のスワ
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ップメカニズムを含む資金協力のための枠組みが拡大した。北米では、３

カ国によるスワップ取極がサーベイランス及び定期的な経済協議のプロセ

スとともに維持されている。 
 
４５．より強化されたサーベイランスを通じた地域協力は、国レベルでの政策枠

組みの強化を通じて金融の安定性に寄与し得る。各国へのＩＭＦプログラ

ムを支援する形で国際金融機関により供与される資金を補完するような地

域レベルでの協調的な資金取極は、危機の予防及び解決に有効であり得る。 

 

４６．制度上異なる文脈ではあるが、欧州における経済及び金融の統合メカニズ

ムや通貨統合もまた、世界の経済及び金融の安定に貢献している。 


